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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 30年 6月 27日開催予定の第 90期定時株主総会に、

下記のとおり定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいた

します。 

 

記 

 

１．変更の理由 

当社グループにおける業容の拡大と今後の成長戦略を踏まえ、取締役会における監督機

能の強化及び機動的な経営体制の構築を図るため、役付取締役として、新たに取締役副会

長を定めることができる旨を追加するとともに、定款第 21条（役付取締役および代表取締

役）について所要の変更を行うものであります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。（下線部は変更部分を示します。） 

現行定款 変 更 案 

第４章 取締役および取締役会 

（役付取締役および代表取締役） 

第21条 取締役会は、その決議によって、会

長および社長各1名を置くことができ

る。 

2 会長および社長は、各自会社を代表

する。 

3 取締役会は、その決議によって、前

項のほかに代表取締役若干名を選定

することができる。 

     （2項および3項より移設） 

 

（1項より移設） 

第４章 取締役および取締役会 

（代表取締役および役付取締役） 

第21条  （2項へ移設のうえ見直し） 

 

 

     （1項へ移設のうえ見直し） 

 

（1項へ移設のうえ見直し） 

 

 

取締役会は、その決議によって、代

表取締役を選定する。 

2 取締役会は、その決議によって、会

長、副会長および社長を置くことがで

きる。 
 

３．日 程 

定款変更のための株主総会開催日    平成 30年 6月 27日 

定款変更の効力発生日         平成 30年 6月 27日 

 

以   上 


